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日本光学測定機工業会定款 

 

第１章 総 則 

  （名 称） 

第１条  本会は日本光学測定機工業会〔（英文名）ＪＡＰＡＮ ＯＰＴＩＣＡＬ ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ 

 ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ ＭＡＮＵＦＡＣＴＵＲＥＲＳ’ ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ〕と称する。 

  （事 務 所） 

第２条  本会は、事務所を東京都港区芝公園３丁目５番地８号 機械振興会館内に置く。 

  （目 的） 

第３条  本会は、我が国における光学・測定・画像機器工業の健全な進歩発展と、業界の繁栄に 

    寄与する事を目的とする。 

  （事 業） 

第４条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 

１） 光学・測定・画像機器工業の関係事項につき関係官庁、団体に対する業界代表機関として

の交渉連絡に関する事項 

２） 光学・測定・画像機器の品質向上、規格の作成・見直し等に関する事項 

３） 光学・測定・画像機器工業に関する情報交換、連絡調整に関する事項 

４） 光学・測定・画像機器工業の調査及び統計の作成に関する事項 

５） 光学・測定・画像機器工業の広報、宣伝に関する事項 

６） 展示会、研究会、講演会等の開催に関する事項 

７） その他本会事業の目的を達成するため必要と認める事項 

 

第２章 会 員 

第５条  本会の会員は、正会員・賛助会員・特別会員・準賛助会員とし、正会員をもって民法上の

社員とする。 

第６条 正会員は原則として本会の目的に賛同する光学・測定・画像機器の国内製造業者、外国メ

ーカーの日本法人、外国メーカーの総代理店をもって組織する。 

第７条 賛助会員は光学・測定・画像機器の国内関係事業者であって、本会の目的を理解し、賛

同する法人をもって組織する。 

第８条 特別会員は、運営委員会と協議の上で定めた活動に賛同した光学・測定・画像機器に関

連する団体および個人をもって組織する。 

第９条 準賛助会員は本会の目的を理解し、これに協力する法人で、本会主催の展示会に出展し

た法人で、資格は展示会開催月から１．５年間の一回のみとする。 その後、再度の準賛助

会員への入会は認めない。 
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 （入 会） 

第１０条 本会の正会員、賛助会員、特別会員になろうとする者は別に定める入会申込書を提出し 

２章６，７，８条の条件を見たしているかを運営委員会での審査承認をへなければならな

い。 

 （会員の権利） 

第１１条 正会員は本会に対し下記の権利を有する。 

１） 総会に出席してその議決権を行使すること。 

２） 本会の業務及び経理状況について役員の説明を求めること。 

３） 本会の業務に関し意見を述べること。 

４） 本会の記録参考の閲覧を求めること。 

５） 本会解散のとき残余財産のある場合はその配分を受けること。 

６） 生産・出荷の集計データを取得できること 

７） 本会の事業のすべてに参加できる。 

第１２条 賛助会員は本会に対し下記の権利を有する。 

１） 本会の業務及び経理状況について役員の説明を求めること。 

２） 本会の業務について意見を述べること。 

３） 生産・出荷データを提出すれば集計データを取得できる。 

４） 本会の事業に参加できる。 

第１３条 特別会員は本会に対し下記の権利を有する。 

１）本会の特別な活動に参加できる。 

２）本会の事業に参加できる。 

第１４条 準賛助会員は本会に対し下記の権利を有する。 

   １）本会が提供する統計資料の一部を取得できる。 

   ２）本会が協賛する展示会等に会員特権が使用できる。 

 （会員の義務） 

第１５条 正会員は本会に対し下記の義務を有する。 

１） 定款及び総会の決議事項を遵守すること。 

２） 本会の事業遂行に協力すること。 

３） 本会所定の会費を負担すること。 

４） 生産・出荷のデータを提出する。 
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第１６条 賛助会員は本会に対し下記の義務を有する。 

   １）定款及び総会の決議事項を遵守すること。 

   ２）本会の事業遂行に協力すること。 

   ３）本会所定の会費を負担する。 

   ４）生産・出荷の集計データを取得する場合はデータを提供する必要がある。 

第１７条 特別会員は本会に対し下記の義務を有する 

   １）定款及び総会の決議事項を遵守すること。 

   ２）本会の事業遂行に協力すること。 

   ３）本会所定の会費を負担する。                                               

第１８条 準賛助会員は本会に対し下記義務を有する。 

   １）定款及び総会の決議事項を遵守すること。 

   ２）本会の事業遂行に協力すること。 

   ３）本会主催の展示会に出展すること。 

 （ 会 費 ） 

第１９条 正会員、賛助会員、特別会員は別に定める会費を納入しなければならない。 

 （退 会） 

第２０条 正会員、賛助会員、特別会員が本会を退会しようとするときは、１ヶ月の予告を以って、別

に定める退会届を会長宛て提出しなければならない。 

 （除 名） 

第２１条 正会員、賛助会員、特別会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正

会員総数の３分の２以上の決議を得て、これを除名することができる。 

１） 本会の定款又は規則に違反したとき。 

２） 本会の名誉を著しく毀損し、本会の目的に反する行為をしたとき。 

３） 会社が解散、又は破産宣告を受けた時。 

４） 銀行取引停止処分を受けた時。 

第２２条 前項の規定により正会員、賛助会員、特別会員を除名する場合は、当該会員に予め通知

すると共に、除名の決議を行なう総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければな

らない。 

 （会員資格の喪失に伴う権利及び義務） 

第２３条 正会員、賛助会員、特別会員が第２１条の規定によりその資格を喪失した時は、本会に対

する権利を失い、義務を免れる。ただし履行の義務は、これを免れることができない。 

第２４条 本会は、正会員、賛助会員、特別会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費、その

他の拠出金品は返還しない。 
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第３章 役 員 

 

第２５条 本会に次の役員を置く。 

     会 長        １名 

     副会長        １名 

     理 事        若干名 

     監 事        若干名 

第２６条 理事及び監事は総会において会員中より選出する。 

      会長及び副会長は理事の互選により選任する。 

 （職 務） 

第２７条 理事は役員会を構成し、業務の執行を決定する。 

      会長は、本会を代表し、業務を統轄する。 

      副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

      監事は会計を監査し、又役員会に出席して意見を述べることができる。 

 （任 期） 

第２８条 役員の任期は２年とする。但し再任を妨げない。 

第２９条 補欠又は増員により選任された役員は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他 

      の現任者の残任期間とする。 

第３０条 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまではその職務を行な 

      わなければならない。 

 

 （解 任） 

第３１条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員の３分の２以上の 

      決議を得て、当該役員を解任することができる。 

１） 心身の故障のため職務執行に堪えないと認められたとき。 

２） 職務上の義務違反その他役員たるに相応しくない行為があると認められるとき。 

第３２条 前項第２号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解 

      任決議を行なう総会において、当該役員の弁明の機会を与えなければならない。 

 （報 酬） 

第３３条 役員は無報酬とする。ただし常勤の役員については、役員会の同意を得て報酬を支給 

      することができる。 

 （顧 問又は参 与） 

第３４条 本会に顧問又は参与を役員会の同意を得て置くことができる。 
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第４章 会 議 

 

第３５条 本会の会議は、総会及び役員会とする。 

１） 総会は通常総会及び臨時総会とする。 

２） 通常総会は毎年６月頃に開催する。 

３） 総会は会長が召集し、その議長を努める。 

４） 臨時総会は会長が必要と認めた時又は正会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を

示して請求があった時に開催する。 

５） 役員会は会長が必要と認めた時、または理事２名以上から会議の目的たる事項を示し請求

があったときに開催し、会長が議長となる。 

第３６条 総会の招集は開会の５日前までにその目的である事項を示して正会員に通知する。 

      但し、緊急必要な事項についてはその限りではない。 

第３７条 総会は正会員の２分の１以上出席を以って定足数とする。 

正会員の２分の１に満たない場合その決議は無効とする。 

定足数に達した場合でも出席正会員の過半数の賛成がなければ決定を行なうことができな

い。 

第３８条 正会員は総会において各１票の議決権を有する。 

第３９条 次に掲げる事項は総会において之を議決する。 

１． 定款（規約）の変更 

２． 収支予算 

３． 定款第１８条の規定による会費の徴収方法 

４． その他会長が必要と認める事項 

第４０条 会長は通常総会において次の書類を提出し、業務の状況を報告して、その承認を求め 

る。 

１． 事業報告書 

２． 財産目録 

３． 収支決算書 
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第５章 資産及び会計 

 

第４１条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

１． 財産目録に記載された財産 

２． 会費収入 

３． 寄付金 

４． 資産から生じる収入 

５． 事業に伴う収入 

６． その他 

 

 （資産の管理） 

第４２条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は役員会の議決による。 

 （経費の支弁） 

第４３条 本会の経費は資産をもって支弁する。 

 （事業年度） 

第４４条 本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 （特別会計） 

第４５条 本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の決議を得て、特別会計を設けることが 

できる。 

第４６条 前項の特別会計に係わる経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。 

 

 （収支差額の処分） 

第４７条 本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を積立 

又は翌事業年度に繰り越すものとする。 

 

第６章 定款の変更、解散等 

 （定款の変更） 

第４８条 この定款は、総会において正会員総数４分の３以上の議決を得なければ変更することが 

できない。 

 （解 散） 

第４９条 本会は民法第６８条第１項第２号から４号まで及び第２項の規定に基づき解散する。 
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第５０条 本会は、民法第６８条第２項第１号の規定に基づき解散する場合は、総会において正会 

      員総数４分の３以上の議決を得なければならない。 

 （残余財産の処分）  

第５１条 本会が解散の際に有する残余財産は、総会において正会員総数４分の３以上の議決を 

得て処分しなければならない。 

 

 

第７章 補 則 

 

第５２条 本会は、その主たる事業所に、民法第５１条に規定するもののほか、次にあげる書類を 

備えなければならない。 

１． 定款 

２． 理事及び監事の氏名住所等 

３． 行政庁の許認可を必要とする事業を行なう場合は、その許認可を受けていること 

     を証する書類 

４． 資産及び負債の状況を示す書類 

５． 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 

第５３条 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。 

第５４条 委員会は、その目的とする事項について、調査、研究又は審議する。 

第５５条 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は運営会議の議決を得て、会長が別に定 

める。 

 （事務局） 

第５６条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。 

第５７条 事務局には、事務局長及び所要の所員を置く。 

第５８条 事務局長は役員会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は会長が任命する。 

第５９条 事務局長は役員会に出席して意見を述べることができる。 

 （実施細則） 

第６０条 この定款に関して必要な事項は、役員会の議決を得て、会長が別に定める。 
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